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 SafeworK 向上宣言
🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

令和5年12月1日宣言日

行動による労働災害の防止！
１．完全無災害に向けた人づくり

（１）安全教育の充実 安全意識が高い人材の育成

（２）決められたルールの順守・徹底 安全確保

２．完全無災害に向けた職場風土づくり

（１）コミュニケーションが取れる明るい職場づくり 言える化･聴ける化

（２）作業前の安全確保の徹底 危険の見える化

３．不安全行動の撲滅

（１）安全第一の実践 ３Ｓの実践で職場環境整備

（２）相互注意の実践 危険の芽を抽出

４．労働安全衛生マネジメントシステムの推進

（１）リスクアセスメントによる作業手順書の確認と見直しの推進

（２）ＩＴＳＳ実践による安全レベルアップと顧客満足度の向上


